
　　　　　　国際ソロプチミスト南国から青少
年育成南国市民会議へ寄附金贈呈 (南国市役所）

　　　　　　応急救護訓練
 （物部川河川敷）

▲5／19　　　　　　南国市消防団
　　　注水競技大会優勝 （後免分団）
▲5／23▲5／23

　5月23日に、物部川河川敷にて、南国市水防訓練が行
われました。
　消防団員、自主防災組織、市職員など約200名が参加
し、水防工法実施訓練（土のう積み）や応急救護訓練が行
われました。

　５月１０日、海洋堂SpaceFactoryなんこく横の広場
に設置されている自動販売機に、市の観光PRのための
ラッピングがされました。
　市のPRキャラクター・シャモ番長と一緒に写真が撮
れる“映えスポット”としてもご利用ください。
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宝くじコミュニティ
助成事業
宝くじコミュニティ
助成事業

　幼年消防クラブでは、幼年期から正しい火の取扱い方
を学び防火知識を身に付けると共に、将来、防火・防災活
動に協力できる素地の育成を目的としています。
　この取り組みの中で、宝くじコミュニティ助成事業を活
用して、地域社会との交流と防火啓発を図るために、鼓笛
隊セットを整備しました。
■問い合わせ／消防本部予防課　☎８６３・３５１１

　八松自治会は、市の認可を受けた地縁団体で、
南国市浜改田の八松地区で公民間活動、文化・
スポーツ活動、自主防災活動などを行ってます。
　今回、宝くじコミュニティ助成事業を活用し
て、公民館の備品を購入し、地域の方々がより
利用しやすくなりました。
■問い合わせ／
　企画課企画調整係　☎８８０・６５５３

国民年金保険料の納付期限は、
翌月の末日です。

忘れず納めましょう。

◆令和３年度の一般免除申請の受付が７月１日から始まります◆令和３年度の一般免除申請の受付が７月１日から始まります

【対象期間】【対象期間】

■問い合わせ 　南国年金事務所　☎８６４－１１１１
（自動音声案内②→②を押してください。国民年金課につながります。）
　市民課年金係　　☎８８０－６５５５

　国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険
料免除制度」や「納付猶予制度」があります。

令和３年７月分から令和４年６月分までの期間
※なお、免除・猶予申請は２年１か月前の月分までさかのぼって申請をすることができます。

【保険料納付猶予制度について】【保険料納付猶予制度について】
　50歳未満の方で、本人・配偶者の所得が一定額以下の場合には、申請後に承認されると保険
料の納付が猶予されます。

【保険料の一部免除について】【保険料の一部免除について】
　一部免除（４分の３免除、半額免除または４分の１免除）が承認された期間は、必要な保険料
を納付しないと未納期間となります。
※保険料の納め忘れの状態が続くと、障害や死亡といった万一の際に障害年金や遺族年金が受けられなくなる場
合があります。申請を忘れていたために未納期間がある方などはご相談ください。

※免除期間がある場合には、全額納付したときに比べ将来受け取る年金額が少なくなります。

マイナンバー（社会保障・税番号制度）のご紹介マイナンバー（社会保障・税番号制度）のご紹介 ～もっと便利に暮らしやすく～

南国市ではマイナンバーカードを使って利用
できる、次のようなサービスがあります。

住民票と印鑑登録証明書が、全国のコンビニ
エンスストアで取れます。
（朝6時30分から夜11時まで）

第22回

メリットいっぱい！マイナンバーカードメリットいっぱい！マイナンバーカード
◆コンビニ交付サービス

健康に関する情報や市からのお知らせを、テレビで確認することができるサービスです。
・インターネット回線は引いているけど、パソコンは使わないという方や、スマホの画面は小さくて‥
　という方にお勧めです。
・災害時の自宅避難でも情報が得られて安心です。
・指定の電子お薬手帳を使って登録したお薬の情報を確認することもできます。
※お申し込みは右のQRコードまたは市役所市民課までお電話を。

◆南国市健康ポータルサービス

南国市の子育てに関するお知らせが届いたり、乳幼児健診や予防接
種の履歴を確認できるサービスです。
・中学校までのお子様がいる方が対象です。
・接種対象の予防接種のお知らせが届きますので、接種忘れが防げます。

◆南国市母子健康情報サービス

マイナンバーカードの
休日交付のお知らせ

■とき／７月１０日㈯・２５日㈰　８：３０～１２：００
■ところ／南国市役所1階　市民課
※必ず事前に予約をお願いします。　予約サイト（右記QRコード）24時間受付
　電話予約８６３－２９２０（平日日中のみ）

■問い合わせ／市民課市民係　☎８８０－６５７４

（先着80名様に限り設定費無料）
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長寿支援課からのお知らせ③

「フレイル」って知っちゅう？「フレイル」って知っちゅう？
「フレイル」って何？？
　年を取って、心身の活力（筋力、認知機能、社会とのつながりなど）が低下した状態
を「フレイル」といいます。
「フレイル」を予防するには？？
　「運動」「しっかり噛んで、しっかり食べる」「人とのつながりを保つこと」が大事です。
まずは、自分自身の現在の心身の状態をチェックしましょう！
その活動が「フレイルチェック」です！

■問い合わせ／南国市地域包括支援センター　☎804-6010

後期高齢者医療被保険者のみなさまへ

■問い合わせ／長寿支援課介護保険係　☎８８０－６５５６

★介護施設を利用したときの食費の基準等が一部変わります。

★利用者負担の上限額が一部変わります。

フレイルトレーナーの山田です！
現在南国市ではフレイルチェックを実施するために、

「フレイルサポーター」を募集中です！
フレイルサポーター養成講座を８月26日、27日に開
催する予定です。興味がある方は７月20日までに

お問い合わせください！

１　被保険者証の更新
　８月から被保険者証が変わります。新しい被保険者証（薄紫色）は
７月末にお送りします。

２　一部負担金の割合変更
　毎年８月１日現在の世帯と前年中の所得状況をもとに、医療費の自己負
担割合（１割または３割）の見直しを行います。その後も毎月１日現在で見
直しを行います。
　ご自身の負担割合は、新しい被保険者証でご確認ください。

３　「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」について
　市民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、
医療費の自己負担額や入院時の食費等が軽減されます。また、住民税課税所得１４５万円以上
６９０万円未満の方は、「限度額適用認定証」を提示することにより、医療費の自己負担額が軽
減されます。
　現在、上記のいずれかの証をお持ちで、８月以降も対象となる方には、７月末に新しい証を
お送りします。新たに申請される方は、被保険者証を持参して手続きをお願いします。

　介護施設サービスを利用した際に支払う居住費等・食費には、標準的な費用の額（基準費用額）が定
められていますが、介護保険制度の改正によって8月から食費が変更されます。

◆居住費等、食費の基準費用額【1日につき】

　なお、低所得の人は、申請して認められた場合、居住費等、食費は負担限度額までの支払いになりますが、8
月から負担限度額の第 3 段階の細分化と食費の一部変更、受給要件の預貯金額などの細分化が行われます。

◆居住費等、食費の負担限度額【1 日につき】

※ただし、預貯金要件の見直しにより、次の場合は軽減の対象にはなりません。
●1 段階　 ：預貯金が単身 1,000 万円、夫婦 2,000 万円を超える場合
●2 段階　 ：預貯金が単身　650 万円、夫婦 1,650 万円を超える場合
●3 段階① ：預貯金が単身　550 万円、夫婦 1,550 万円を超える場合
●3 段階② ：預貯金が単身　500 万円、夫婦 1,500 万円を超える場合

　　介護保険サービスの利用者は、所得に応じて決められた上限額までを費用を負担します。上限を超えた分は申請に
より「高額介護サービス費」としてあとから支給されますが、8 月からは現役並み所得者の上限額が細分化されます。

介護保険制度の改正内容のお知らせ介護保険制度の改正内容のお知らせ

■問い合わせ／長寿支援課いきいき長寿係　☎８８０－６５５６

標準的な
費用の額

利用者負担段階区分

居住費等

居住費等 食　費

食　費
ユニット型個室

ユニット型
個室

 　　　　　利用者負担段階区分 上限額（世帯合計）
 年収約   １,１６０万円以上 １４０,１００円  
 年収約　　７７０万円以上　約１,１６０万円未満 ９３,０００円  
 年収約　　３８３万円以上　　 約７７０万円未満 ４４,４００円  

●介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、（　　）内の金額です。

●介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、（　　）内の金額です。
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施設
サービス

短期入所
サービス

従来型個室

従来型個室

1,668円 1,668円
（1,171円）

多床室

多床室

377円
（855円）

1,392円
令和3年8月から
1,445円

●本人および世帯全員が住民税非課税で、福
祉年金の受給者

●生活保護の受給者
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計
所得金額 +課税年金収入額 +非課税年金収
入額が80万円以下の人

本人および世帯全員が住民税非課税で、利用
者負担階第2段階以外の人〈令和3年7月まで〉

本人および世帯全員が住民税非課税で、
合計所得金額 +課税年金収入額 +非課税
年金収入額が80万円超120万円以下の人

本人および世帯全員が住民税非課税で、
合計所得金額 +課税年金収入額 +非課
税年金収入額が120万円超の人
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